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広域観光周遊ルートの実施主体となる広域連携ＤＭＯへの支援について 

《提案・要望の内容》  

○国として、日本版 DMO の設立を推進していることから、その円滑な業務運営

のため「広域観光周遊ルート形成計画」の実施主体である DMO の組織運営に

対して支援措置を講じること。 

※地方創生推進交付金は広域連携ＤＭＯの運営等に対する支援も対象としているが、観光庁の

広域周遊ルートに認定された場合には、実施主体であるＤＭＯは支援対象から除外される。 

※そのため、観光庁により「広域観光周遊ルート形成計画」に認定された「縁の道～山陰～ Route 

Romantique San’in」ルートの実施主体である山陰インバウンド機構(日本版ＤＭＯ候補法人)

は、地方創生推進交付金の対象から除外され、ＤＭＯの組織運営等に国からの支援が受けら

れない。 
 

＜参考＞  
１ 広域観光周遊ルート形成促進事業について 

・広域観光周遊ルート形成計画の認定を受けると、地方負担額と同額程度の事業を国も負担する

など、関係省庁も地域が推進する取組をパッケージで支援する。ただし、この広域観光周遊ル

ート形成促進事業では、ＤＭＯの人件費や事務費等は支援されない。 
・国（運輸局）による直接執行であるため、地方の自由度が低い。（資産となるような物品、シ

ステムの購入ができない。） 
 ※「縁の道～山陰～ Route Romantique San’in」は平成 28 年 6 月 14 日に国土交通大臣に認定さ

れた。（実施主体 山陰インバウンド機構） 

 

２ 地方創生推進交付金と日本版 DMO 候補法人について 
（１）ＤＭＯの事業や組織運営に係る経費について地方創生推進交付金が活用できるが、そのために

は「日本版ＤＭＯ候補法人」への登録が必要。（山陰インバウンド機構は 4 月 22 日に登録済） 
（２）地方創生推進交付金の活用については、まち・ひと・しごと創生総合戦略で、以下のとおり

定められている。 
まち・ひと・しごと創生総合戦略～抜粋～ 
「地域観光まちづくり」に関しては、広域周遊ルートや単独地方公共団体の取組はそれぞれの

既存の補助金（※）で支援し、複数地方公共団体が観光圏認定（複数市町村によるものを想

定）を目指し日本版ＤＭＯを形成する取組を「地方創生推進交付金」で支援する。 
（※）広域観光周遊ルートについては「広域観光周遊ルート形成促進事業」による支援を指す。 

⇒ 山陰インバウンド機構は日本版ＤＭＯ候補法人であり、地方創生推進交付金の対象となりう

るが、「広域観光周遊ルート」の実施主体であるため当該交付金の対象とならず、組織運営

経費部分の支援が受けられない。 
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